
旧米原庁舎跡地利活用事業に関する質問回答 R6.10.17現在
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1 - - - - その他
参加表明後に現地測量させて頂くことは可能で
しょうか。

現地測量を行うことは可能ですが、測量を行う日
程等を事前に米原市政策推進課と調整し、市の指
示に従って実施してください。

2 14 4 2 3
地下工作物の
状況

募集要項P14③地下工作物の状況に記載の「杭頭
および杭長は貸与資料のとおり」の貸与資料はど
の資料でしょうか？
また杭長が分かる資料等がございましたら開示頂
けますと幸いです。

募集要項P14③地下工作物の状況に記載の「杭頭
および杭長は貸与資料のとおり」は誤りで、「杭
頭および杭長は資料④のとおり」が正しい表現で
す。当該部分の募集要項修正を行い、更新しま
す。
また、杭長について、個別記載はしていません
が、資料④地中杭等位置図の中央上部に記載され
ている「杭天高さ～84.1」の「84.1」が杭先端部
の高さになりますので、この数値をご参照くださ
い。
なお、同資料左部の「杭天高さ～89.7」と記載が
ある部分については「89.7」が杭先端部の高さに
なります。

3 - - - - その他

所有権移転時登録免許税算出の為、評価額、売買
後の固定資産税年税額等公租公課について開示可
能な情報ございましたら開示頂けますと幸いで
す。

当該地における、令和６年度近傍宅地評価額は
47,600円/㎡です。
（注：近傍宅地評価額と土地売買価格に関連性は
ありません。）

4 1 - - - その他

【様式集P.1】
別冊2旧米原庁舎跡地利活用事業様式集P.1におけ
る提出書類の枚数と別冊2様式集（エクセル）
【別添】チェックリストの枚数制限が相違する。
どちらが正しいか教えてください。

別冊2旧米原庁舎跡地利活用事業様式集P.1に記載
の枚数が正しいです。
冊2様式集（エクセル）【別添】チェックリスト
については修正したものを市公式ウェブサイトに
アップします。

5 12 3 2 ②

提案用地 【募集要項P.12】
提案用地内の石碑、モニュメントの移動および撤
去は可能でしょうか。

提案用地内の石碑、モニュメントの移動および撤
去は可能です。
移動、撤去をする場合、開発協議の中で詳細につ
いて市と協議をすることになります。

6 3 2 3

電子データに
ついて

【様式集P.3】
提出書類一覧の＜提出書類2＞提案書のファイル
形式ではWordと記載されていますが左記内では
Word,Excel,PowerPointで読込み可能な形式とあ
ります。どちらが正しいのでしょうか。もしくは
Ａ４の自由書式ではなく、様式集のWordファイル
を使用しなければならないのでしょうか

提出書類一覧の＜提出書類2＞提案書のファイル
形式は指定のファイル形式とし、Word等に指定し
ている書類は、Word,Excel,PowerPointで読込み
可能な形式で提出してください。ファイル形式が
Word等となっている書類は、A4自由書式で作成可
能です。各様式内の作成要領記載事項を遵守して
書類を作成してください。なお、様式集について
は、修正し、市公式ウェブサイトを更新します。

7
12
～
15

3 3
上記質問で自由書式で良い場合、Ａ４判の縦横に
制約はございますか。

様式については、指定のあるものを除き、Ａ４判
縦型で作成してください。なお、Ａ３判について
は横型で作成してください。
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